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2005年12月創業 
社名は「利他」と「利己」から 
社員数2,456人（2020年3月） 
企業理念： 
 「世界を変え、社員を幸せに」 
 





⑤テクノロジー開発 

事業の全体像 

⑥ 



LITALICOジュニアとは 
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 事業内容 
• 児童発達支援：未就学 
• 放課後等デイサービス：学齢期 
• 保育所等訪問支援：未就学＋学齢期 
• 学習教室：未就学＋学齢期 

 

■開始年月 
2011年6月 
 

■在籍生徒数 
8,500名 ※2018年4月時点 
※待機者数：12,000名 

 

 事業所数 
124事業所(関東/関西/東海) 
 
■支援形態・内容 
・ 平均週1~2回通所 
・ 個別支援/ペア/小集団 
・ 必要なスキル群に基づいて計画作成 



スキル領域に基づく1,296スキル 
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■個別支援計画作成サポートシステム・データの活用 
・半年に1回アセスメント→習得できると良いスキルが推奨 
・指導記録の蓄積、定点的なアセスメントにより、データを  
 活用した支援 

■教材開発・教材検索サイト 
・教材・プログラム10,000点以上を自社開発。 
・指導員が検索しダウンロードするサイト構築 

■環境へのアプローチ        
・園・学校への保育所等訪問支援 
・児童連絡票を活用した情報共有 
・ケース会議・電話連絡 
・保護者支援・ペアレントトレーニング 

一貫した支援・質の高い支援のための施策 



本日のながれ 

１ 

２ 

LITALICOの取り組み紹介 

学校連携の現状 

３ 課題と提案 



 



11 

①同じ方向性を向いた一貫した指導・支援の実現 
・個別の支援計画作成へ関係機関である福祉事業所が参画するなどにより 
 福祉事業所が子どもの実態や目標の共通理解や役割分担が可能。 
 ②集団へのインクルージョンを目的とした支援の実現 
・事業所のみの支援では個別的な介入に偏ってしまい関係性支援が難 
・事業所・学校それぞれの姿が異なることを前提とした支援 

学校と福祉の連携の意義 

③進級・進学時のスムーズな移行支援が可能 
・学校では進級時の担任の変更等が生じるが、放課後等デイサービスは  
 継続的に関わることができるため、連携をすることでスムーズな移行 
 支援が望める 
 
④多様な視点をもったチーム支援 
・福祉のみ、学校のみ、家庭のみでは子どもを見る視点が偏ってしまう 
 多様な視点があることで、問題が起きた時に解決策の選択肢を増やす 
 ことができる。 
 



学校連携の形式と巡回相談との違い 
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情報共有等 訪問支援 巡回相談 

概要 
・福祉サービス 
（「家庭連携」「関係機
関連携」） 

・福祉サービス 
（「保育所等訪問支援」） 
 

ー 

依頼/
主体  

児童の保護者 児童の保護者 学校または自治体 

財源 
・国/自治体9割 
・保護者1割 

・国/自治体9割 
・保護者1割 

各自治体 

実施
者 

福祉事業所 
・児童発達支援センター 
・児童発達支援事業所・
放課後等デイサービス 

福祉事業所 
・児童発達支援センター 
・保育所等訪問支援事業所 

各自治体の発達支援セ
ンター・教育センター
など 

内容 

・通所児童への発達支援
をより充実させるための、
情報連携やケース会議、
個別支援計画作成のため
の会議など 

・支援ニーズのある児童に対
して、個別支援計画に基づい
た定期的な学校での支援 
・学校の先生方との相談 

学校・先生方への相
談・助言 
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 「児童福祉法」に基づくサービス 
ー平成24 年の児童福祉法改正で創設された新しいサービス 
ー児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一類型 

保育所等訪問支援とは 

障害者自立支援法の等の一部を改正する法律案の概要 
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①就学時のスムーズな移行を目的とした訪問支援 
・就学前半年間幼稚園・保育園に訪問し、その後小学校入学後の1学  
 期終了まで訪問。 
・園でのできること・難しいこと・必要な支援の情報を小学校に引き 
 引き継ぐ。 
 

②困りごとに着目した継続的な支援 
・学校での本人・周囲の困りごとに着目し、具体的な行動変容を目的と 
 した支援 
・応用行動分析に基づき、行動を分析し、必要な事前の工夫・事後の対 
 応を先生と共に検討する。 
 
 
※訪問回数は子どもの支給量により異なるが、概ね月2回~8回程度。 

訪問支援の形式 



これまでの訪問支援の数（2020年3月） 
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学校 

園 

児童養護施設・学童 

212 
(47%) 229 

(50%) 

13 
(3%) 

全 454機関へ支援中 

 関東・関西・東海含む 
 通常級・支援学級半々、支援学校は3%程度。 



16 

事例（※一部加工） 

学年：小学校1年生 
訪問先： 
公立小学校・通常の学級 

訪問頻度：月5回 

本児の特徴 

・ASDの診断あり 
・一斉指示では授業への 
 参加が難しい 
・自分の世界に入り込み 
 独り言を言う 
・聴覚過敏あり 
・LITALICO週1通所 

周囲の状況 

・30人学級 
・他にも気になる子が5名程度 
・3年目の先生 
・保護者と学校の関係性はあまりよくない 
・通級の利用を検討中 

訪問支援の内容 

・授業中の様子を行動観察、授業への参加が難しい要因を分析 
・何をやるべきかわからない時に独り言が出たり自分の世界に入りこ 
 む傾向にあることが判明 
・担任・保護者とその旨を共有し、やるべきことを明確に教示する 
 カードを作成、訪問支援員が訪問時に使用 
・LITALICOでも同じカードを使用し練習 
・LITALICOで定着した後に先生と相談し、担任の先生が使用開始 
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どのような連携方法があるのか、どのように進めたらよい
のかがわからない 
 
・学校が受け入れる際の気を付けるべき点（特に個人情報）や負担量、  
 個別の支援計画作成時の連携方法、保育所等訪問支援の受け入れ方 
 法、たくさんの事業所から連携希望があった時の対応方法等の見通 
 しがない状態。 
・福祉側としても、特に初めて連携をする事業所はどのように進めて 
 いっていったらよいのかがわからない。 
・連携例：保育所等訪問支援、個別の教育支援計画作成、ケース会議、  
 長期休みの交換研修、自立支援協議会等の活用等 
 

学校連携の課題と提案① 

提案① 連携方法のガイドラインの策定 
各自治体がそれを元に連携方針、フローの作成 

自治体がバックアップする体制構築 
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学校の先生方が福祉事業について知る機会がない 
福祉事業所が学校について知る機会がない 
 
・保護者が連携を望んでいたとしても、学校が福祉の事業について知 
 らずに、断られることがある。 
・管理職が変わると方針が代わり、それまでは訪問支援や連携ができ 
 ていたのにできなくなってしまうことがある。 
・トライアングルプロジェクトにおいて個別の教育支援計画を活用し 
 た連携が示されているが、まだ認知度が低い。 
・福祉事業が学校について知る機会がない。 

学校連携の課題と提案② 

提案② ・校長会において福祉事業や 
トライアングルプロジェクトについて周知 

その際に①のガイドラインを提示 
・児発管研修にて学校連携に関する研修実施 
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連携を前提とした仕組みがない 
 
・個別の教育支援計画の様式が自治体ごとにバラバラで、連携を前提  
 としたものになっていない様式が多い。家庭・関係機関・学校が個 
 別の教育支援計画を共に作成することを進めるために様式に「引継 
 ぎ」や「合理的配慮」などの項目を必須にするなど共通様式が必要。 
・各学校に整備されつつある統合型校務支援システムの活用を視野に 
 計画のデータを蓄積していけるようにする。 
・ケース会議等オンラインで実施可能にすることによりハードル下げる。 

学校連携の課題と提案③④ 

提案③ 個別の教育支援計画の共通様式を作成 
（※今年度中に有識者会議でモデル様式を作成） 

提案④ ICT環境の整備、外部とのやりとりを可能に 



https://www.kyobun.co.jp/middle-school/20160303_03/ 

https://www.kyobun.co.jp/middle-school/20160303_03/
https://www.kyobun.co.jp/middle-school/20160303_03/
https://www.kyobun.co.jp/middle-school/20160303_03/

